
１ 保安林総合改良整備事業（入野東浜林・西浜林104い林小班　危険木伐採作業外１）

２

（別紙図面のとおり）

３ 別紙事業内訳書のとおり

４ 令和 年 月 日 から

令和 ８ 年 ３ 月 19 日 まで

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

５ 金

金 ）

〔注〕（　）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

６ 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

分の

回以内

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

７ 支給材料及び貸与物件

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

品名 品質規格 数量 引渡予定場所 引渡予定月日

× 第35条第4項

× 第38条

中間前金払

部分払　　　

× 支給材料及び貸与品 第15条

× 前金払 以内 第35条第1項

× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号

× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号

× 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号

× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号

選 択 条 項

適用削除区分 選択事項 選択条項

× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

事 業 場 所 高知県幡多郡黒潮町入野　入野東浜林・西浜林104林班い小班

事 業 量

事 業 期 間

請 負 金 額

（造請－42） （案）

保安林整備総合改良事業請負契約書

事 業 名



分任支出負担行為担当官氏名

四万十森林管理署長　増原　俊光

請負者 住所

氏名

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

発注者 住所 高知県四万十市中村丸の内1707-34

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書

れを履行するものとする。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

本契約書及び令和７年12月25日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款及び国有林

野事業造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこ



（造請－43）

記入 面積

番号 （数量） アラカシ外 計

84本 84本

(101.1㎥) (101.1㎥)

1.00 式 84本

8.09 ha (101.1㎥)
計

1.本数伐採率は実地調査（収穫調査）の本数伐採率とする。
2.樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は（本）、除伐２類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率（％）、下段は
ha当たりの目安伐採本数（本）である。

刈払い 入野東浜林 104い 8.09 ha

自　契約締結日の翌日
至　令和８年３月19日

事　業　内　訳　書

事業期間等

危険木伐採・運搬 入野西浜林 104い 1.00

自　契約締結日の翌日
至　令和８年３月19日式

作業種 国有林名 林小班 単位
樹種・本数

全刈



特 記 仕 様 書 

 

１．共通 

（１） 作業実施に当たっては、すべて誠意をもって実施し、仕様書及び図面に疑義のあるとき

は、発注者が通知した監督職員の指示によること。 

（２） 作業実行のための諸施設及び労働者の管理については、労働関係法規その他法令の定め

るところに従い違反しないこと。 

（３） 作業終了に際しては、監督職員の指示に従い作業現場の片付けを行うこと。 

（４） その他詳細及び不明な点については、監督職員の指示による。 

 

２．伐採・運搬作業 

（１） 本体作業の実施にあたり材料、部品、部材等の搬入及び作業に際し、第三者物件、建造

物、備品等に損傷を与えないように十分注意すること。 

（２） 伐採木及び伐採した枝の玉切り集積場所等については、監督職員の指示によることとす

る。 

 （３） 伐倒した木及び伐採した枝は、残存木に伐りかけたまま放置することなく地面に引き落

としておくこと。 

 （４） 伐採木の伐採高は、根元から伐倒すること。 

 （５） 蔓茎類は、根本から切り離しておくこと。 

（６） トラック積込運搬について、積載量は法の定める範囲内で当該車両の運転手が決定し、

荷崩れしないよう積込をする。 

（７） 運搬途中の荷崩れ、転落を防止するため、完全に荷締を行ない運搬途中乗務員は随時下

車し点検するものとする。 

 

３．刈払い作業 

（１） 刈払い対象木は胸高直径６cm以下の雑草木竹類とする。 

（２） 刈払い高は、20㎝以下を標準とし可能な限り地際となるよう努める。 

（３） 刈払いする場合は、他の残存木及び第三者物件、建造物、備品等に損傷を与えないよ

うに十分注意すること。 

（４） 蔓茎類は、根本から切り離しておくこと。 

（５） 刈払いした雑草木竹類は、植栽木の障害とならないよう処理すること。 

 

４．事業中の安全確保 

（１） 請負者は、事業中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に

基づく措置を常に講じておくものとする。 

（２） 請負者は、事業着手時に安全に関する必要な事項を現場従事者に周知徹底させるものと

する。 



S= 1/20,000

令　和　７　年　度

保安林総合改良整備事業（入野東浜林・西浜林104い）請負箇所　位置図

入野東浜林・西浜林国有林104林班い小班

（浮鞭森林事務所）

人員輸送車

徒　歩

請負予定地

作業中心地

乗下車地点

黒潮町役場本庁

凡　　例

通勤
経路

距離(km) 時間(分)

入野東浜林
入野西浜林

104い
危険木
伐採外

黒潮町
役場本庁

1.6 3

計 1.6 3

備考記番 国有林 林小班 作業種 起点
通勤距離・時間（片道）



S= 1/5,000

令　和　７　年　度

保安林総合改良整備事業（入野東浜林・西浜林104い）請負箇所　実測図

入野東浜林・西浜林国有林104林班い小班

（浮鞭森林事務所）

凡　　例

請負区画(危険木伐採)

天Ⅱ
（ha）

除外地
（ha）

記番 国有林名 林小班

入野西浜林 104い

計

作業種
区域面積
（ha）

控除面積（ha）
請負面積数量 備　考

危険木
伐採

34.15 33.98 0.173ha 84本



S＝1/500

伐採区域・伐採樹木位置図
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樹種 本数 材積

アラカシ 57 67.47

コブシ 1 0.31

ビワ 1 0.31

ウバメガシ 3 0.99

アカガシ 4 4.27

マツ 1 0.15

クスノキ 4 11.62

スダジイ 8 13.65

カゴノキ 5 2.32

計 84本 101.09m3

伐採樹木一覧表

凡例

・伐採樹木

藤村良汰(FUJIMURARyota)
スタンプ



S= 1/5,000

令　和　７　年　度

保安林総合改良整備事業（入野東浜林・西浜林104い）請負箇所　実測図

入野東浜林・西浜林国有林104林班い小班

（浮鞭森林事務所）

8,9,17,21伐

区1.69ha

7伐区

0.95ha
11,15,19伐区

3.35ha

10,16,18,20伐区

1.87ha

凡　　例

請負区画(刈払い)

天Ⅱ
（ha）

除外地
（ha）

伐区

7 0.95
8 0.36
9 0.32
10 0.97
11 1.92
15 0.75
16 0.35
17 0.48
18 0.30
19 0.68
20 0.25
21 0.53
26 0.23

計 34.15 26.06 8.09

作業種
区域面積
（ha）

刈払い

備　考

全刈

請負面積数量

34.15

控除面積（ha）

26.06入野東浜林 104い

記番 国有林名 林小班

26伐区

0.23ha



入野東浜林・西浜浜104い林小班

幡多流域ストックヤード

保安林総合改良整備事業（入野東浜林・西浜林104い）請負箇所実測図
令和７年度

伐採木搬出箇所位置
S=1/50,000

運搬距離：入野東浜林・西浜林104い林小班～幡多流域ストックヤードまで　　20.1㎞


